
 

 

AIロボティクスに関する関係府省連絡会議幹事会の構成員の官職の指定について 

 

令 和 ８ 年 １ 月 ○ 日 

AI ロボティクスに関する関係府省連絡会議長決定案 

 

AI ロボティクスに関する関係府省連絡会議の開催について（令和 年 月 日関係府省申合せ）

第３項の規定に基づき、AI ロボティクスに関する関係府省連絡会議幹事会の構成員の官職を次の

とおり指定する。ただし、議長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めることがで

きる。 

 

議 長 内閣官房内閣審議官（内閣官房副長官補付） 

副議長 経済産業省製造産業局産業機械課ロボット政策室長 

主 査 内閣官房日本成長戦略本部事務局参事官 

内閣府科学技術・イノベーション推進事務局参事官 

構成員 内閣官房内閣参事官（内閣官房副長官補付） 

    内閣府政策統括官（防災担当）付参事官（防災デジタル・物資支援担当） 

警察庁生活安全局生活安全企画課長  

こども家庭庁長官官房総務課長 

消防庁総務課技術戦略室長 

文部科学省研究振興局基礎・基盤研究課長 

厚生労働省医政局医事課医師等医療従事者働き方改革推進室長 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長 

厚生労働省老健局高齢者支援課介護業務効率化・生産性向上推進室長 

農林水産省大臣官房政策課技術政策室長 

経済産業省大臣官房産業保安・安全グループ保安政策課長 

経済産業省製造産業局製造産業戦略企画室長 

経済産業省商務情報政策局商務・サービスグループ流通政策課長兼物流企画室長 

経済産業省商務情報政策局商務・サービスグループ医療・福祉機器産業室長 

国土交通省大臣官房参事官（イノベーション） 

国土交通省総合政策局技術政策課技術開発推進室長 

環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課長 

防衛装備庁技術戦略部技術戦略課長  

オブザーバー 総務省国際戦略局技術政策課研究推進室長 

資料２ 


